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墨田区規則第８号 



   医療法施行細則の一部を改正する規則 

 医療法施行細則（平成９年墨田区規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第２２条の見出し中「診療用放射性同位元素」を「診療用放射性同位元素使用器具、

診療用放射性同位元素」に改め、同条中「第２４条第８号」を「第２４条第７号の２、

第８号」に改める。 

 第２３条中「第２４条第６号」の次に「、第７号の３」を加える。 

 第２４条第２号及び第２５条第２号中「放射性同位元素装備診療機器」の次に「、

診療用放射性同位元素使用器具」を加える。 

 第２５号様式（第１片）（裏）中 
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   付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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